
 

決 議 

 

後期高齢者の患者負担割合について、患者一部負担

割合の引き上げは、高齢者を必要な医療からさらに遠

ざけ、経済的にも身体的にも大きなダメージとなる。 

現在、新型コロナウイルス感染症感染の不安から、

受診控えが続いており、この時期に、このような政策

を進めることに、国民の信頼は得られない。 

よって、後期高齢者の患者負担割合について慎重に

対応するよう、本協議会の総意として、強く要望する。 

以上、決議する。 
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